
 

 

 

緊急事態措置解除後の感染再拡大防止のための営業時間短縮等の要請 

及び協力金について 
 

本県では、９月３０日（木）をもって緊急事態措置の適用が解除されますが、感染再拡

大を防止するため、以下のとおり新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に

基づく営業時間短縮等の要請を行い、これに応じていただいた事業者に、協力金を支給し

ます。 

 

１ 要請内容等 

（１）対象地域 

県内全域（３５市町村） 

 

（２）対象施設 

・飲食店営業許可を受け、午後８時から午前５時までの間に営業している以下の店舗

（宅配、テイクアウトサービスを除く） 

接待を伴う飲食店、カラオケ店、酒類を提供する飲食店、結婚式場 

 

 

 

 

 

 

（３）要請内容 

  ・午後８時から午前５時までの営業自粛 

・酒類の提供は午前１１時から午後７時まで 

・カラオケ設備の提供を自粛（飲食を主たる業としている店舗及び結婚式場） 

・感染防止対策の実施 

 

（４）要請期間 

・令和３年１０月１日（金）から１０月７日（木）（計７日間） 

 

２ 協力金  

（１）支給対象者 

対象地域に店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請

内容に協力した者 

 

 

 

令和３年９月２８日 
産業経済部産業政策課 
感染症対策産業経済支援室        
事業者支援係 内３３２６    

※感染再拡大防止としての短期間での要請であるため、協力開始日の猶予措置は設

けません。 

「ストップコロナ！対策認定店」の取扱い 

・接待を伴う飲食店を除き、営業時間の短縮を要請しますが、適切な感染防止対策を

徹底することで通常どおり営業できます。 

※この場合、協力金の支給対象外となります。 



（２）協力金額 

・中小企業（売上高方式）  売上高に応じて２．５～７．５万円/日 

・大 企 業（売上高減少方式）上限２０万円 ※中小企業もこの方式を選択可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）申請方法等 

・郵送、オンライン（専用サイト） 

・緊急事態措置延長（９月１３日～３０日）分及び今回の県独自の営業時間短縮要請

（１０月１日～７日）分の申請をまとめて受付する予定です。（１０月中旬目途） 

※詳細は、県ホームページ等でお知らせします。 

 

（４）問い合わせ先（電話対応のみ） 

「感染症対策県内企業ワンストップセンター」（産業政策課内） 

ＴＥＬ：０２７－２２６－２７３１（午前８時３０分～午後５時１５分） 

※速やかにコールセンターを設置予定 

 

1日あたりの売上高（※） 1日あたりの協力金単価

83,333円以下 2.5万円【下限】

83,333円超～250,000円以下 1日あたりの売上高×0.3

250,000円超 7.5万円【上限】

500,000円以下（売上高減少額）
売上高減少額×0.4 または

1日あたりの売上高×0.3　の低い額

500,000円超（売上高減少額）
20万円 または

1日あたりの売上高×0.3　の低い額

中小企業等
売上高

方式

大企業

（中小選択可）

売上高
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方式区分


